
高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱
か ん

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、高 知 県 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭 和 4 3 年 高 知 県 規 則 第

７ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 2 4 条 の 規 定 に 基 づ き 、 高 知 県 香 南

地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） の 交 付 に 関
か ん

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 補 助 目 的 及 び 補 助 対 象 事 業 ）

第 ２ 条 県 は 、 香 南 地 域 （ 香 南 市 赤 岡 町 、 香 我 美 町 、 野 市 町 及 び 吉 川 町

を い う 。 ） に お い て 地 下 水 の 涵 養 を 行 う こ と を 目 的 と し て 香 南 市 （ 以
か ん

下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） が 実 施 す る 事 業 に 対 し て 、 予 算 の 範 囲 内

で 補 助 金 を 交 付 す る 。

（ 事 業 内 容 、 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 ）

第 ３ 条 前 条 に 規 定 す る 補 助 対 象 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。 ） の

事 業 内 容 、 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 は 、 別 表 第 １ に 定 め る と お り と す

る 。 た だ し 、 補 助 金 の 額 に 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該

端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）

第 ４ 条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 の 着 手

予 定 日 の 15 日 前 ま で に 、別 記 第 １ 号 様 式 に よ る 補 助 金 交 付 申 請 書 を 知

事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 補 助 の 条 件 ）

第 ５ 条 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 補 助 事 業 者 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

（ １ ） 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 を 変 更 し よ う と す る 場 合 （ た だ し 、 補 助

金 交 付 決 定 額 の ２ 割 以 内 の 減 額 を 伴 う も の を 除 く 。）又 は 補 助 事 業 を

中 止 し よ う と す る 場 合 は 、別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る 変 更 承 認 申 請 書 を 提

出 し て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。

（ ２ ） 補 助 事 業 を 廃 止 す る 場 合 は 、 別 記 第 ３ 号 様 式 に よ る 補 助 事 業 廃

止 承 認 申 請 書 を 提 出 し て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。



（ ３ ） 補 助 事 業 が 実 施 年 度 内 に 完 了 し な い 場 合 は 、 別 記 第 ４ 号 様 式 に

よ る 補 助 金 繰 越 承 認 申 請 書 を 提 出 し て 知 事 の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い こ と 。

（ ４ ） 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た 場 合 は 、速 や か に 知 事 に 報 告 し 、

そ の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い こ と 。

（ ５ ） 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿 を 備 え 、か つ 、

当 該 収 入 及 び 支 出 に つ い て の 証 拠 書 類 を 整 備 し 、補 助 事 業 の 終 了 の 翌

年 度 か ら 起 算 し て ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い こ と 。

（ ６ ） 補 助 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 別 表 第 ２ に 揚 げ る い ず れ か に 該

当 す る と 認 め ら れ る も の を 契 約 の 相 手 方 と し な い 等 の 、暴 力 団 等 の 排

除 に 係 る 県 の 取 り 扱 い に 準 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い こ と 。

（ 実 績 報 告 ）

第 ６ 条 補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 の 完 了 の 日 か ら 起 算 し て 3 0 日 を 経 過 し

た 日 又 は 当 該 年 度 の ３ 月 3 1 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 別 記 第 ５ 号 様

式 に よ る 実 績 報 告 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 実 施 年 度 内 に 完 了 し な い 場 合 は 、 別 記 第

６ 号 様 式 に よ る 年 度 終 了 実 績 報 告 書 を 翌 年 度 の ４ 月 1 0 日 ま で に 知 事

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 情 報 の 開 示 ）

第 ７ 条 補 助 事 業 又 は 補 助 事 業 者 に 関 し て 、 高 知 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成

２ 年 高 知 県 条 例 第 １ 号 ） に 基 づ く 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 は 、 同 条 例 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 非 開 示 項 目 以 外 の 項 目 は 、 原 則 と し て 開 示 す

る も の と す る 。

附 則

１ こ の 要 綱 は 、 平 成 2 5 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 要 綱 は 、 令 和 1 0 年 ５ 月 31 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

こ の 要 綱 に 基 づ き 交 付 さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、 第 ５ 条 第 ５ 号 及 び 第

７ 条 の 規 定 は 、 同 日 以 降 も な お そ の 効 力 を 有 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 2 9 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 平 成 3 1 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

補 助 対 象 事 業 区 分 事 業 内 容 補 助 対 象 経 費 補 助 率

水 田 涵 養 事 業
か ん

冬 季 の 休 耕 田 へ

の 潅 水 、 代 掻 き 及
か ん

び あ ぜ 塗 り 並 び に

潅 水 田 へ の 補 給 水
か ん

の 管 理

当 該 補 助 対 象 事

業 に 要 す る 次 に 掲

げ る 経 費 で 、 1 0ア

ー ル 当 た り ３ 万 円

を 限 度 と す る 。

１ 報 償 費

２ 委 託 料

３ 使 用 料 及 び

賃 借 料

２ 分 の １ 以

内

ビ ニ ー ル ハ ウ ス

雨 水 浸 透 施 設 設

置 事 業

ビ ニ ー ル ハ ウ ス

へ の 雨 水 を 地 下 浸

透 さ せ る た め の 施

設 設 置

当 該 補 助 対 象 事

業 に 要 す る 次 に 掲

げ る 経 費 で 、 １ 箇

所 当 た り 5 0万 円 を

限 度 と す る 。

１ 委 託 料

２ 工 事 請 負 費

２ 分 の １ 以

内



別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）

( 1 ) 暴 力 団（ 高 知 県 暴 力 団 排 除 条 例（ 平 成 2 2年 高 知 県 条 例 第 3 6号 。以

下 こ の 項 に お い て 「 暴 排 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団 員 等 （ 暴 排

条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ 。 ） で あ る と き 。

( 2 ) 暴 排 条 例 第 1 8条 又 は 第 1 9条 の 規 定 に 違 反 し た 事 実 が あ る と き 。

( 3 ) そ の 役 員（ 業 務 を 執 行 す る 社 員 、取 締 役 、執 行 役 又 は こ れ ら に 準

ず る 者 を い い 、 相 談 役 、 顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る

か を 問 わ ず 、 法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 又 は

こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も の と 認 め ら れ る 者

を 含 み 、 法 人 以 外 の 団 体 に あ っ て は 、 代 表 者 、 理 事 そ の 他 こ れ ら と

同 等 の 責 任 を 有 す る 者 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 暴 力

団 員 等 で あ る と き 。

( 4 ) 暴 力 団 員 等 が そ の 事 業 活 動 を 支 配 し て い る と き 。

( 5 ) 暴 力 団 員 等 を そ の 業 務 に 従 事 さ せ 、又 は そ の 業 務 の 補 助 者 と し て

使 用 し て い る と き 。

( 6 ) 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 が そ の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て

い る と き 。

( 7 ) い か な る 名 義 を も っ て す る か を 問 わ ず 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 に

対 し て 、 金 銭 、 物 品 そ の 他 財 産 上 の 利 益 を 与 え 、 又 は 便 宜 を 供 与 す

る 等 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 又 は 運 営 に 協 力 し 、 又 は 関 与

し た と き 。

( 8 ) 業 務 に 関 し 、暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関

与 し て い る と 認 め ら れ る 者 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 こ れ を 利 用 し

た と き 。

( 9 ) そ の 役 員 が 、自 己 、そ の 属 す る 法 人 そ の 他 の 団 体 若 し く は 第 三 者

の 利 益 を 図 り 、 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る こ と を 目 的 と し て 、 暴 力

団 又 は 暴 力 団 員 等 を 利 用 し た と き 。

( 1 0 ) そ の 役 員 が 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関

係 を 有 し て い る と き 。



別 記

第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書
か ん

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、
か ん

下 記 の と お り 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し ま
か ん

す 。

記

１ 補 助 金 交 付 申 請 額 金 円

２ 事 業 名

３ 補 助 対 象 事 業 区 分

４ 補 助 事 業 の 目 的

５ 事 業 着 手 予 定 年 月 日

６ 事 業 完 了 予 定 年 月 日

７ 添 付 書 類

（ １ ） 事 業 実 施 計 画 書 （ 別 紙 １ ）

（ ２ ） 補 助 事 業 収 支 予 算 書 （ 別 紙 ２ ）

（ ３ ） そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料



別 紙 １

１ 事 業 実 施 計 画 書

（ 注 ） １ 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ の 面 積 を 記 入
か ん

し て く だ さ い 。

２ 県 負 担 区 分 の 合 計 額 に 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て て く だ さ い 。

番

号

事 業

区 分
委 託 先 等

実 施

箇 所

実 施 範 囲

総 事 業 費
補 助 対 象

事 業 費

負 担 区 分

備 考
戸 数

箇 所
面 積 県 市 そ の 他

①
a 円 円 円 円 円

②

③

④

⑤

合

計



２ 事 業 実 施 計 画 位 置 図

（ 注 ） 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ を 図 面 に
か ん

記 入 し て く だ さ い 。

番

号

実 施 箇 所 名

①

②

③

④

⑤



別 紙 ２

補 助 事 業 収 支 予 算 書 （ 年 度 ）

上 記 に 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す 。

年 月 日

香 南 市 長

収 入 支 出

項 目 予 算 金 額 （ 円 ） 項 目 予 算 金 額 （ 円 ）

合 計 合 計



別 記

第 ２ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書
か ん

年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 第 号 で 交 付 の 決 定 が あ り

ま し た 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 に つ い て 、下 記 の と お り
か ん

変 更 し た い の で 、 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５
か ん

条 第 １ 号 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。

記

１ 事 業 名

２ 補 助 対 象 事 業 区 分

３ 補 助 事 業 の 目 的

４ 補 助 金 変 更 申 請 額

５ 変 更 の 内 容

６ 事 業 着 手 年 月 日

７ 事 業 完 了 予 定 年 月 日

８ 添 付 書 類

（ １ ） 変 更 事 業 実 施 計 画 書 （ 別 紙 １ ）

（ ２ ） 補 助 事 業 収 支 予 算 書 （ 別 紙 ２ ）

（ ３ ） そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料

既 交 付 決 定 額

Ａ

変更後の補助金交付申請額

Ｂ

差 引 き 増 減 額

Ｂ － Ａ

千 円 千 円 千 円



別 紙 １ 上 段 ： 変 更 前

１ 変 更 事 業 実 施 計 画 書 下 段 ： 変 更 後

（ 注 ） １ 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ の 面 積 を 記 入
か ん

し て く だ さ い 。

２ 県 負 担 区 分 の 合 計 額 に 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て て く だ さ い 。

番

号

事 業

区 分
委 託 先 等

実 施

箇 所

実 施 範 囲

総 事 業 費
補 助 対 象

事 業 費

負 担 区 分

備 考
戸 数

箇 所
面 積 県 市 そ の 他

①

a 円 円 円 円 円

②

③

④

⑤

合

計



２ 変 更 事 業 実 施 位 置 図

（ 注 ） 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ を 図 面 に
か ん

記 入 し て く だ さ い 。

番

号

実 施 箇 所 名

①

②

③

④

⑤



別 紙 ２

補 助 事 業 収 支 予 算 書 （ 年 度 ）

（ 注 ）金 額 に 変 更 が あ る 場 合 は 、変 更 前 の 金 額 を 上 段 に 括 弧 書 き で 記 入 し

て く だ さ い 。

上 記 に 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す 。

年 月 日

香 南 市 長

収 入 支 出

項 目 予 算 金 額 （ 円 ） 項 目 予 算 金 額 （ 円 ）

合 計 合 計



別 記

第 ３ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 補 助 事 業 廃 止 承 認 申 請 書
か ん

年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 第 号 で 交 付 の 決 定 が あ り

ま し た 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 に 係 る 事 業 を 下 記 の と
か ん

お り 廃 止 し た い の で 、 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱
か ん

第 ５ 条 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。

記

１ 事 業 名

２ 補 助 対 象 事 業 区 分

３ 補 助 事 業 の 目 的

４ 補 助 金 交 付 決 定 額 金 円

５ 事 業 着 手 年 月 日

６ 事 業 廃 止 年 月 日

７ 廃 止 理 由



別 記

第 ４ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 繰 越 承 認 申 請 書
か ん

年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 第 号 で 交 付 の 決 定 が あ り

ま し た 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 に 係 る 事 業 に つ い て 、
か ん

年 度 内 に 完 了 す る こ と が 困 難 に な り ま し た の で 、 高 知 県 香 南 地 域 地

下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お
か ん

り 繰 越 の 承 認 を 申 請 し ま す 。

記

１ 事 業 名

２ 補 助 対 象 事 業 区 分

３ 補 助 事 業 の 目 的

４ 補 助 金 交 付 決 定 額 金 円

５ 事 業 着 手 年 月 日

６ 繰 越 内 容 及 び 理 由

７ 繰 越 前 の 事 業 完 了 予 定 年 月 日

８ 繰 越 後 の 事 業 完 了 予 定 年 月 日

９ 繰 越 額 の 計 算

総事業費
補助対象

経 費

既 交 付

決 定 額

年度末予

定出来高

年 度 支 出 予 定 額 繰 越 額

事 業 費 補 助 金 事 業 費 補 助 金



別 記

第 ５ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 実 績 報 告 書
か ん

年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 第 号 で 交 付 の 決 定 が あ り ま

し た 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 に つ い て 、下 記 の と お り 補
か ん

助 事 業 を 完 了 し ま し た の で 、 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交
か ん

付 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、 報 告 し ま す 。

記

１ 実 績 報 告 額 金 円

２ 事 業 名

３ 補 助 対 象 事 業 区 分

４ 補 助 事 業 の 目 的

５ 事 業 完 了 年 月 日

６ 添 付 書 類

（ １ ） 事 業 実 施 報 告 書 （ 別 紙 １ ）

（ ２ ） 写 真 （ 施 工 前 及 び 完 成 時 の 写 真 を 添 付 し て く だ さ い 。 ）

（ ３ ） 補 助 事 業 収 支 決 算 書 （ 別 紙 ２ ）

（ ４ ） そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料



別 紙 １

１ 事 業 実 施 報 告 書

（ 注 ） １ 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ の 面 積 を 記 入
か ん

し て く だ さ い 。

２ 県 負 担 区 分 の 合 計 額 に 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て て く だ さ い 。

番

号

事業

区分
委託先等

実施

箇所

実 施 範 囲

総事業費
補助対象

事 業 費

負 担 区 分
着 工

年月日

完 了

年月日

検 査

年月日

検査職員

職、氏名戸数

箇所
面積 県 市 そ の 他

①
a 円 円 円 円 円

②

③

④

⑤

合

計



２ 事 業 実 施 位 置 図

（ 注 ） 水 田 涵 養 事 業 で １ 箇 所 に 隣 り 合 う 複 数 の 筆 が あ る 場 合 は 、 各 筆 に 枝 番 号 を 付 け 、 そ れ ぞ れ を 図 面 に
か ん

記 入 し て く だ さ い 。

番

号

実 施 箇 所 名

①

②

③

④

⑤



別 紙 ２

補 助 事 業 収 支 決 算 書 （ 年 度 ）

上 記 に 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す 。

年 月 日

香 南 市 長

収 入 支 出

項 目 決 算 額 （ 円 ） 項 目 決 算 額 （ 円 ）

合 計 合 計



別 記

第 ６ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）

第 号

年 月 日

高 知 県 知 事 様

香 南 市 長

高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 年 度 終 了 実 績 報 告 書
か ん

年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 第 号 で 交 付 の 決 定 が あ り

ま し た 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 に 係 る 事 業 の 年
か ん

度 度 終 了 実 績 つ い て 、 高 知 県 香 南 地 域 地 下 水 涵 養 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱
か ん

第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。

記

１ 事 業 名

２ 補 助 対 象 事 業 区 分

３ 補 助 事 業 の 目 的

４ 事 業 着 手 年 月 日

５ 事 業 完 了 予 定 年 月 日

６ 添 付 書 類

（ １ ） 補 助 事 業 年 度 終 了 実 績 調 書 （ 別 紙 ）

（ ２ ） そ の 他 参 考 と な る べ き 資 料



別 紙

補 助 事 業 年 度 終 了 実 績 調 書

事 業 名

交付決定の内容 年度終了実績 翌年度繰越額

備 考

総 事 業 費
補 助 対 象

経 費

補助金交付

決 定 額

事業費支払

実 績 額
出 来 高

補 助 金

受 入 額
事 業 費 補 助 金

円 円 円 円 ％ 円 円 円


